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4月 定例会 (1)

開 催 日 時

開 催 場 所

1開   会

2 前回会議録の承認

3議   題

令和 4年 4月 15日 (金) 14時 00分

県庁行政棟 「教育委員会室」

O第 1号議案

令和 4年度長崎県教科用図書選定審議会に諮問する事項について

○第 2号議案

令和 5年度に県立高等学校及び特別支援学校高等部で使用する

教科用図書の採択に関する基本方針等について

4 報

(1)令和 4年度 長崎県市町教育委員会合同研修会の協議題について

(2)令和 4年 3月 公立高等学校卒業者の就職内定状況について

(3)令和 4年 3月 特別支援学校高等部卒業生の進路状況について

と
口

(義務教育課)

(高校教育課・特別支援教育課)

(総務課)

(高校教育課)

(特別支援教育課)





第 1号議案

(義務教育課)

令和 4年度長崎県教科用図書選定審議会に諮問する事項について

(提案理由)

令和 5年度に小学校、中学校及び義務教育学校等で使用する教科用図書の採択につい

て、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 11条に基づき、下記の事

項を選定審議会に諮問しようとするものである。

(内 容)

O 選定審議会への諮問事項

令和 5年度使用教科用図書の採択基準について

il―



諮  問  文 (案 )

長崎県教科用図書選定審議会会長  様

次の事項について、諮問 します。

令和 5年度に義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択について

令和 4年 4月   日

長崎県教育委員会教育長

中崎 謙司

(理由)

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 10条の規定により、都道府県の教育委

員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図る

ため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関し、計画 し、及び実施するとともに、

市町村の教育委員会及び義務教育諸学校 (公立の義務教育諸学校を除く。)の校長の行 う採択に関

する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならないとされている。

また、同法第 11条には、都道府県教育委員会が指導、助言又は援助を行お うとするときは、あ

らかじめ教科用図書選定審議会の意見をきかなければならないとされている。

以上の規定に則 り、下記事項についての審議をお願いしたい。

記

令和 5年度使用教科用図書の採択基準について

・ 採択に関する基本方針
。採択の方法
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務教育諸学校用教科書の採択の仕組
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支部科学大建発行者
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Ｉ
ヽ
１

教科書採択に関するスケジ三∵ル
別資料

※前回採択替え :小学校 R元年度、中学校R2年度

R8年度

>検定

発行者

編集

R7年度

発行者

編集

使用開始

RO年度

使用開始

取 替え

R5年度

>採択書え

→検定引

R4年度

>検定引

発行者

編集
日

R3年度

発行者

編集
H

使用開始

※中学校社会
膠中的分野
の■採択替
えも可能

R2年度

使用開始

採択替え

′Jヽ

学
校
教
科
書

中
学
校

教
科
書

◇教科書採択における公正確保の徹底のために、文部科学省の指導や教科書発行者行動規範を受けて採択を進める。



Ｉ
枷
１

令和4年度0教科書採択に関する軸き

◎日義務教育諸学校の教科用図書

◇毎年度、「採択」をしなければならない
コ「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」(第 11条 )

→ 選定審議会を毎幕設置

◇4年に一回、「採択替え」を行うことが原則 (無償措置法施行令第15条 )

1.教科書 (小学校用'中学校用)

◇令和4年度は、一般図書(特別支援学校・学級用)を除き、基本的に令和3年度と

同一の教科書を採択しなければならない

(無慣措置に関する法律第14条 )

2.一般図書 (特別支援学校 `学級用)              、

◇毎年度、児童生徒の障害に適した一般図書を採択できる(無償措置法施行令第15条 )

・学校教育法附則第9条の規定による教科用図書(一般図書)



第 2‐号議案

(高校教育課・特別支援教育課)

令和5年度に県立高等学校及び特別支援学校高等部で使用する

教科用図書の採択に関する基本方針等について

(提案理由)

令和 5年度に県立高等学校及び特別支援学校高等部で使用する教科用図書の

採択について、県教育委員会の採択に関する基本方針等を定めるものである。

(内容)

別紙「令和 5年度に県立高等学校及び特別支援学校高等部で使用する教科用図書
の採択に関する基本方針等について (案)」 のとおり
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(別紙 )

「令和 5年度に県立高等学校及び特別支援学校高等部で使用する

教科用図書の採択に関する基本方針等について (案)」

I 採択に関する基本方針

1 基礎的・基本的な知識及び技能の確実な定着を図り、これらを活用して課題を解

決するために必要な思考力、判断力、表現力等を育むなど、学習指導要領のねらいに

沿つた適切な教科用図書を採択する。

2 採択に当たつては、特色ある学校づくり、生徒の実態及び学校の置かれている諸

条件を十分に考慮し、各学校の教育課程に適した教科用図書を採択する。

3 採択後は速やかに採択教科用図書及び採択理由を公表するなど、採択の透明性の

確保を図る。

Ⅲ 採択の方法

採択は、次の 1～ 3に基づいて行 う。

1 各学校は、教科書選定委員会を組織して教科用図書の調査研究を行い、生徒や学

校の実態に即して採択を希望する教科用図書を選定し、県教育委員会に報告する。

これをもとに、県教育委員会において十分な確認を行い、使用する教科用図書を

年度ごと、学校ごとに教育長が採択する。

なお、各学校及び県教育委員会は、外部からの不当な働きかけ等により、教科用図

書の公正確保に関し問題が生じることのないように十分に留意する。

2 高等学校で使用する教科用図書については、「高等学校用教科書目録 (令和 5年

度使用)」 に登載されているものの中から採択する。

ただし、文部科学省検定済教科書及び文部科学省著作教科書が発行されていない

場合は、学校教育法附則第 9条及び同法施行規則第89条の規定により、教科の主

たる教材として教育目標の達成上適切な図書を採択する。

3 特別支援学校高等部で使用する教科用図書については、特別支援学校高等部用の

文部科学省検定済教科書及び文部科学省著作教科書が発行されていないことから、

学校教育法附則第 9条及び同法施行規則第 131条の規定により、各学校の教育課

程との整合性を十分に検討した上で、適切な教科用図書を採択する。

ただし、高等学校の学習指導要領に準ずる教育を受ける者の教科用図書について

は、「高等学校用教科書目録 (令和 5年度使用)」 に登載されているものの中から採

択するものとし、同目録に登載されている教科用図書を使用することが適当でない

場合は、教科の主たる教材として教育目標の達成上適切な図書を採択する。
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(参考)県立高等学校及び特別支援学校高等部の教科書採択のしくみ

高等学校の教科書採
i択

方法については法令上、具体的な定めはない。

県立高校においては、採択の権限を有する県教育委員会が、各学校の実態に即した採択を

行つている。

◆採択手順の概要

① 採択に関する基本方針の決定
③ 採択のための関係課確認
◎ 採択

②

指
導

・
助
言

⑤

指
導

・
助
言

⑦

報
告

⑤

採
択
希
望

▲

Ｔ

Ｉ

Ｅ

Ｉ

Ｉ

Ｂ

Ｂ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｂ

B

↓

④ 選定・研究

教科書選定委員会

(責任者は校長)

※「
二艘図書 (高等学校用)」 (附則9条本)の承ヨ認は、1月末 (各学校から10月 末

に採択願い提出)

‥
‥
―
‥
―
▼

③

組
織

県孝女育委員会

高等学校等

※補且コ教材は、2月 末までに届出

-8-



件  名

令和 4年度 長崎県市町教育委員会合同研修会の協議題について

概  要
l    Eヨ 的  県市町教育委員及び教育長が一堂に会して(各地域の教育の

現状や問題等について意見交換を行うことにより、本県の教育

課題について認識を共有するとともに、各教育委員会活動の活

性化を図り、教育行政全般にわたる県市町の連携を深めて本県

教育の振興に資する。

2

3

4

5

主 催  長崎県教育委員会、長崎県市町村教育委員会連絡協議会

日 時   令不口4年 5月 30日  (月 )  14:00～ 15:30

実施方法  オンライン

出席者  県 :教育長、教育委員、関係課長等

市町 :教育長、教育委員

6 内 容 分科会別協議・意見交換

下記の 3つの分科会毎に協議テーマを設定し、

意見交換を行うと
。第 1分科会  (
・第 2分科会  (
・第 3分科会  ( 中崎教育長

(教育長部会)

)

)

)

報 告 事 項 (1)
総務課
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概  要
令和 4年度の協議題 (案)については、以下のとおり。

分 科 会 ア マ

第 1分科会

「持続可能な地域づくりを進めるための地域学校協働活

動のあり方」 (生涯学習課)

【協議内容】

(1)学校と地域が連携した「地域学校協働活動」の現状

はどうか。推進するにあたり、どのような課題が見られ

るか。

(2)「地域学校協働活動」を推進するために、地域学校

協働活動推進員等の人材をいかに確保し、地域づくりの

リーダーとして育成していくのか。また、上記の活動を

地域の活性化に、どのようにつなげていくのか。

第 2分科会

「子どもの貧困の現状と射策に向けた取組」

(こ ども家庭課 。義務教育課)

【協議内容】
(1)「子どもの貧困」に対する認識について

(2)県が実施する「子どもの貧困封策」に関する取組ヘ

の意見について

第 3分科会

(教育長部会)

「ふるさと教育」(新上工島町)

【協議内容】
(1)ふるさと教育の取組状況について
(2)ふるさと教育の今後の展開について

「女性管理職の登用推進」(義務教育課)

【協議内容】
(1)女性管理職の割合を増やすための具体的手立てにつ

い て
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件 名
令和 4年 3月 公立高等学校卒業者の就職内定状況について

〔3月 末現在 全日制・定時制 高校教育課調査〕

概 要 1 就職内定状況

注1: 69.948-67.472=2:476(≒ 2.5%)

※昨年度の「令和 3年 3月 卒」については、新型コロナウイルス感染症の影響により、就職試験開

始時期が例年よりlヶ 月後ろ倒しとなつている。

※内定割合は、 10月 末時点の希望に対する内定のため、100%を超えることがある。

○全体の就職内定率は、99.6%で 、前年 3月 比+0.5ポ イント増加

している。
①県内割合は、69.9%で 、前年 3月 末比+2.5ポ イント増加してい

る。   「

3月 末の県内割合としては平成 23年度以降、最高値となっている。

①未内定者数は 9人で、前年 3月 比では13人減少となっている。

2 学科別就職内定状況

項  目 令和 2年 3月 卒 令和 3年 3月 卒 令和 4年 3月 卒 増減

県  内 (%) 97. 7 98.3 99. 3 +1.0

県  外 (%) 102. 7 100. 7 100. 2 -0.5

全  体 (%) 99. 5 99. 1 99.6 +0.5

県内割合 (%) 63.0 67.:1 69。 ず
1

+2.5注 1

県外割合 (%) 37. 0 32.5 30。  1 -2.5

未内定者数 (人 )

(う ち公務員)

13
(3)

22
(4)

9
(2)

-13

(-2)

学科名
卒業

予定者数

就職希望者数 就職内定者教 就職率 内定者

県内割合

前年3月

県内割合
県内 県外 小計 県内 県外 小計 県 内 県外 計 (A)

普   通 31939 214 68 282 210 68 278 98。 1 100.0 98,C 75,5% 69.791

農  業 523 210 66 276 211 64 275 100.5 97.0 99.電 76.翻 73,191

工   業 1,120 509 349 858 501 354 855 98.4 101.4 99.η 58,6X 55,191

商  業 776 255 61 316 255 61 316 100,0 100,0 100,C 80,7男 80.291

水   産 45 22 14 36 22 14 36 100,0 100.0 100,C 61.1壻 61,991

家  庭 105 16 1 17 16 1 17 100,0 10010 100,C 94.1男 80,091

看  護 21 1 0 1 1 0 1 100.0 100,C 100.0粥 0.091

情   報 39 4 0 4 4 0 4 100.0 100,C 100.Oll 90.Oll

福  祉 16 3 0 3 3 0 3 100.0 100,C 100.0%

そ の 他 315 17 9 26 17 9 26 100.0 100,0 100.0 65.4M 66。 7引

総   合 755 230 63 293 231 61 292 100.4 96.8 99.7 79.1,l 82.5引

合計 (a) 7,654 1,481 631 2,112 1,471 632 2,103 99.3 100.2 99.6 69.911 67.5引

前年3月 計 (b) 7,917 1,618 762 2,380 1,591 767 2,358 98.3 100.7 99,1 67,5γ

-263 -137 -131 -268 -120 -135 -255 -0.5 0.5 2.5,l

報 告 事 項 (2)

高 校 教 育 課
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3 月別就職内定率 B県内就職割合の推移

年度 卒業年
夫内庁者数

9月 末 10月 末 11月 末 12月 末 1月 束 2月 末 3月 末 3月 束

H23 H24 88.2 59.8 74.4 82.9 87.8 94.8 96.8 104

H24 H25 36_6 62,6 76_7 85_1 90.9 94.6 97.9 67

H25 H26 42 67,1 80.9 89,4 92.4 97 98,3 49

H26 H27 48.1 72.4 83.8 90.3 94.8 97.9 98.7 38

H27 H28 52.8 75.6 85.8 98.3 96.1 98.7 99.8 19

H28 H29 55.8 75.6 86.1 93.1 95.5 98_2 99_1 27

H29 H30 57.8 78と 4 86.5 98.5 95.8 98.1 98.8 34
H30 H31 56.6 79 89 94.9 96.6 98.6 99.4 16

H31 R2 5R_6 7R_3 RA_R 94_5 97 98_〔 99_5 13

R2 R3 65。 2 84.6 92 95.2 97.9 99,1 22

R3 R4 52.5 75.1 89。 2 94.7 97.3 98.7 99.6 9

年度 卒業年
県内就職割合

9月 末 10月 末 11月 末 12月 末 1月 末 2月 末 3月 夫

H23 H24 34.8 43.6 48.5 49.9 51.1 53 53.7

H24 H25 38.1 44,7 49.4 50.2 51.6 52.5 53。 2

H25 H26 38.9 47.4 50.8 51.8 52.5 50.4 54.8

H26 H27 36,7 46.5 49。 2 49.7 50.8 51.6 52

H27 H28 45 51.4 54.6 54_9 55_3 55.9 56.2

H28 H29 52.4 55.2 57.6 58.6 58.7 58.9 58。 9

H29 H30 56.7 57.8 59:1 59.8 59.9 60 60

H30 H31 55.4 58 59 59.3 59。 3 59.3 59,2

I131 R2 60.3 61.4 63 63,4 63。 3 63.1 63

R2 R3 65.2 66.4 67.2 67.2 67.5 67.5

R3 R4 70.4 70.2 69.7 70.2 70 70。 1 69.9
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令和 4年 3月 特別支援学校高等部卒業生の進路状況について件名

概要 1 令和4年 3月 特別支援学校高等部卒業生の進路

※ ( )は訪問教育の生徒で外教

2 令和4年 3月 盲 fろ う学校専攻科卒業生の進路

3 過去 5年間の知的障害特別支援学校高等部の就職率の推移

(1)就職希望者に対する就職率

※就職希望者は、9月 末同時点で就職を第一希望とした者

(2)卒業生全体に対する就職率

障害種 卒業生 進学 就職
福祉サー

ビス利用
家庭

視覚障害 1 0 0 1 0

聴覚障害 7 5 1 1 0

知的障害 222 5 97 115 5

肢体不自由 20(1) 1 2 17(1) 0

万看    覇弓 9(1) 5 0 2 2(1)

合  計 259(2) 16 100 136(1) 7(1)

割  合 6.2% 38.6% 52.5% 2.7%

障害種 卒業生 進学 就職
福祉サー

ビス禾U用
家庭

視覚障害 2 0 1 0 1

聴覚障害 2 0 2 0 0

合  計 4 0 3 0 1

割  合 0,0% 75,0% 0.0% 25,0%

年 度 H29年度 H30年度 Rl年度 R2年度 R3年度

長崎県
96.5%

(109/113)

86.9%

(86/99)

92.5%

(98/106)

92.9%

(92/99)

91.5%

(97/106)

年 度 H29年度 H30年度 Rl年度 R2年度 R3年度

長崎県
46,4%

(109/235)

40.0%

(86/215)

46.9%

(98/209)

43,4%

(92/212)

43.7%

(97/222)

全国

(知的)

34,0% 34.90/O 34.7% 未公表 未公表

報 告 事 項 (3)
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4 高等部及び専攻科就職状況 (令和4年 3月 卒業生が就職した職種)

(1)高等部 100名

(2)専攻科 3名

産業区分 職種又は業種 人数

農業、林業 農作業 6

漁業 養殖 1

建設業 事務、作業補助、 2

製造業 食品製造、倉庫作業、車部品製造、家具製造

縫製、事務、陶器製造
29

運輸業、郵便業 空港業務、仕分け、入力作業、 6

卸売業、小克業 発送・卸業務、食料品小売、商品陳列・販売

倉庫内作業、調理、ペントシヨツプ店員
20

宿泊業、

飲食サービス業

調理、接客
4

医療、福祉 介護補助、看護補助、清掃、事務、調理 18

複合サービス業 配送、清掃、ホールスタンフ、 3

サービス業 仕分け作業、クリーニング、清掃(事務

調理
8

公務 事務職等 3

うち正規雇用者数 21

産業区分 職種又は業種 人数

製造業 自動車内装部品製造 1

卸売業、小売業 衣料品販売 1

医療、福祉 整骨院 1

うち正規雇用者数 2
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